
日産自動車定年差別事件

― 法律家を目指された理由を教

えてください。

私は茨城県の出身で、生まれは水

戸ですが、海と山に囲まれた県北の

日立で育ちました。高校１年生の

頃、日産自動車の男女差別定年制事

件が報道されました。男性60歳、

女性55歳の５歳差定年制について、

定年になった女性労働者が地位保全

の仮処分を出したところ、東京地裁

の合議体は、女性の55歳の生理的

年齢は男性の70歳くらいに相当す

る、として申立を却下しました。私

はこの新聞記事を読んで、こういう

ことがまかり通る日本の司法界って

一体どういうところなんだろう、と

非常に興味を持ちました。今読むと

冗談のような裁判ですが、1970年

代（昭和40年代）にはこんな決定

を出す裁判官がいたのです。夫婦別

姓を認めない民法の問題も、早くこ

の事件のように、「こんな合憲判決

を書いた裁判官がいたのだ」と、

“過去の遺物”になってほしいと思

います。

高校の途中で父の転勤で東京に

引っ越し、都立高校に編入しまし

た。そこで、家庭科はなぜ女子だけ

が必修なのかを議論する勉強会をつ

くったり、初の女性生徒会長を出す

ための選挙運動を手伝い、私も書記

に立候補して当選し、生徒会活動を

しました。1975年に早稲田大学法

学部に入学しました。大学入学時は

新聞記者になりたいと思っており、

司法試験受験はあまり考えていませ

んでしたが、周囲に受験をする人が

多かったので刺激を受け、勉強を始

めました。

― 弁護士になられてからのこと

を教えてください。

弁護士登録をしたのは1983年で

す（司法修習35期）。私は学生時代

から、弁護士になったら女性の権利

の問題をやりたいと思っていまし

た。弁護士として最初に就職したの

は、東京共同法律事務所という労働

事件を多く手がける共同事務所で、

後に日本労働弁護団の会長をされた

宮里邦雄先生（17期）を中心にし

た大変活気のある事務所でした。私

の入所当時、所属弁護士は10名で

私が初めての女性弁護士でした。

35期は史上初めて女性司法修習

生の割合が10％になった年で、「テ

ンパーセント」という女性修習生の

機関紙をつくり、情報交換をしてい

ました。同期の岡村和美さんが最高

弁護士

林  陽 子 さん
HAYASHI, Yoko  

ダイバーシティ推進がSDGsでもコーポレートガバナン

スコードでも注目されています。

国連女性差別撤廃委員会委員（2008-2018年。2015-

2017年度は委員長）、G７ジェンダー平等諮問委員会委員

等を務められ、二弁理事者ジェンダー・クオータ制導入

（2022年度第４次男女基本計画では「５年に１度の女性

会長実現」に言及）にも貢献された林陽子先生（35期）

にお話を伺いました。
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裁判事になりましたが、就任のス

ピーチで「テンパーセント」のこと

を話されていました。

― 大阪では30期代の女性弁護

士が事務所に入るときに苦労したと

聞きます。

そういう傾向はありました。女性

はなかなか就職先がないので、研修

所の弁護教官の仕事の一つは、就職

が決まらなかった女性修習生をイソ

弁にすることだとまことしやかに言

われていました。

― １つ目の事務所ではどんなこ

とをされたんですか。

労働組合の顧問先が多く、日本の

組織労働者というのは男性中心です

ので、男性労働者の不当労働行為、

解雇事件が多かったのですが、民事

も刑事も受任事件数はたくさんあ

り、忙しかったです。1980年代前

半は、女性差別撤廃条約（1979年

国連総会で採択）を日本も批准すべ

きだという議論が盛り上がり、男女

雇用機会均等法（当時は「平等法」

と呼んでいました）を作ろうという

運動も大きく盛り上がっていまし

た。労組の女性部に招かれ、全国各

地で均等法・労基法改正についての

講演をしたのもこの時期です。映画

監督の山上千恵子さんが製作した

「たたかいつづける女たち」という

ドキュメンタリーがあるのですが、

20代の私がゼッケンと鉢巻を締め

て旧労働省前で「婦人差別撤廃条約

の完全批准を勝ち取るぞー」とシュ

プレヒコールを上げている場面が出

てきます
※1

。

※1  「たたかいつづける女たち」   
https://www.aiwff.com/2017/filmslist/
japan_special_offers/filmwork11

第３回世界女性会議 
（1985年）

登録３年目の1985年、国連主催

の第３回世界女性会議がケニアのナ

イロビで開かれました。私は学生時

代から「行動する女たちの会」（世 

話人は市川房枝さんら）という女性

市民団体に所属しており、ここが、

ナイロビのNGOフォーラムに参加

することになり、出かけて行ったの

が私の最初の国際会議の体験です。

経由地のロンドンに数日滞在する

旅程でしたので、本で知った女性団

体の住所を調べ日本から手紙でアポ

イントを取って訪問しました。性暴

力被害者のケアをしている看護師の

女性が勤務の合間の忙しい時間を

縫って会ってくれ、大変心に残る旅

でした。

ナイロビ会議では、家族法や労働

法の問題だけでなく、平和の問題や

リプロダクティブ・ヘルス・ライ

ツ、女性に対する暴力や意思決定へ

の参画といった幅広いテーマが扱わ

れ、私はここでジェンダーの問題の

奥深さ、面白さを知り、もっと深く

かかわって自分の専門性を磨きたい

と強く思いました。

自分の経験から、国際会議は物 

見遊山であっても参加する意義が 

あると思います。ただ、最初は物見

遊山でも、次は自分が発表してみる

とか、司会をしてみるとか、少しず

つグレードアップする意欲が大事 

です。

イギリスでの留学経験

その後、研究者のつれあいがドイ

ツに在外研究に行くことになり、私

もこの機会に大学で勉強したいと思

い、1987年からイギリスのケンブ

リッジ大学のニューナム・カレッジ

という女子カレッジに１年間留学し

ました。ここはミリセント・フォー

セット
※2

という女性参政権運動の 

指導者が創設者のひとりであり、英

国を代表する女性を多数輩出してい

ます。

大学が所有する大きな一軒家を

10人くらいの学生でシェアして生

活しましたが、一番仲よくなったの

は南アフリカ出身のミーナという女

性です。彼女は人文地理で博士号を

取り現在はイギリスの大学で教えて

います。私はイギリスでヨーロッパ

のことを学びましたが、アフリカや

アジアの優秀な留学生からも多くを

学び、そのことは後に国連の仕事を

する上で非常に役に立ちました。

事務所独立まで

― 留学から帰ってきてからのお

話を教えてください。

昭和から平成へ代替わりした1989

年に帰国し、事務所を移籍して古賀

総合法律事務所（代表・古賀正義弁

護士）に入りました。国内・海外案

件を両方扱う事務所で、1989年か

ら1997年まで、ここでアソシエイ

トをしましたが、この事務所でも私

は最初に採用された女性弁護士でし

た。ここでは出版社の代理人として

の名誉毀損訴訟、商事仲裁など多種

多様な経験を積むことができまし

た。私のような「薹
とう

が立った」アソ

※2  Dame Millicent Garret Fawcett 
（1847年―1929年）
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シエイトは事務所にとってさぞかし

使いづらかっただろうと、今になっ

て反省することが多いです。

1990年代は、冷戦が終わり、

1993年のウィーン世界人権会議、

1995年の北京女性会議など、女性

の人権をめぐって国際的に大きな進

展があった時でした。日本では政府

が「慰安婦」問題解決のために「女

性のためのアジア平和国民基金」

（通称「アジア女性基金」）を設立

し、私はその運営審議委員として、

海外にいる元「慰安婦」の女性たち

に首相のお詫びの手紙と国民からの

償い金を届ける事業に関わりまし

た
※3

。「アジア女性基金」をめぐって

は賛否両論ありますが、私は「基

金」がめざしたものは間違っていな

かったと今でも考えています。

このように増えてきた社会活動を

自由にやるためには自分の城が必要

であると考え、97年にパートナー

としてミネルバ法律事務所を設立し

ました。外国人女性のシェルターの

活動を共にした加城千波弁護士、

「無罪請負人」の異名を持つ弘中惇

一郞弁護士、古賀事務所のパート

ナーだった喜田村洋一弁護士との４

人の共同事務所です。

その後、2004年にロースクール

制度が始まり早稲田大学の専任教員

になったこと、後述のとおり国連の

委員会の仕事が始まったことから、

弁護士業務をコンパクトにしたいと

考え、2006年にアテナ法律事務所

を設立し、16年目を迎えます。現

在は弁護士３名が所属しています。

※3  女性のためのアジア平和国民基金  
https://www.awf.or.jp/pdf/0157.pdf

国連　人権の促進と保護に
関する小委員会　代理委員
（2004-2006年）

2004年に外務省から国連の人権

委員会（現在の国連人権理事会）の

小委員会（人権の促進と保護に関す

る小委員会）の代理委員を依頼さ

れ、お引き受けしました。正委員は

国際選挙で選ばれた横田洋三先生

（国際法学者）であり、政府が代理

委員を推薦できる仕組みになってい

ました。早稲田大学のロースクール

と相談し、ロースクールの学生２人

をエクスターンとしてジュネーブの

委員会に連れていきました。委員会

会期中の学生の指導は、ジュネーブ

に委員会傍聴にいらしていた大阪弁

護士会の武村二三夫先生にお願い

し、大変お世話になりました。この

委員の任期は４年だったのですが、

国連の機構改革で人権理事会ができ

ることになり、小委員会での仕事は

３年間で終わりました。

女性差別撤廃委員会委員
（2008-2018年）、 
委員長（2015-2017年）

次に2007年の暮れに、外務省か

ら国連の女性差別撤廃委員会

（CEDAW）の委員就任を打診さ

れ、迷うことなくお引き受けしまし

た。これはCEDAWの委員であっ

た齋賀富美子さん（外交官）が国際

刑事裁判所（ICC）裁判官の選挙に

立候補したため委員を辞任したこと

によるものでした。

女性差別撤廃条約の締約国は189

か国に上り、子どもの権利条約に次

いで２番目に締約国の数が多い条約

であり、1999年には個人通報制度

を定めた選択議定書ができました。

個人通報制度は、女性差別の被害者

がその国の最終的な手続（通常は最

高裁）まで争い、敗訴した場合に国

際条約機関に直接、救済の申立てが

できるという制度です。その国の裁

判所がどういう判決を下しているの

かを読んで、それが条約の解釈に合

致しているかを審査しますので、法

律的な素養が必要となる作業です。

私は日本から選出された５人目の

女性差別撤廃委員ですが、初の民間

出身ということでNGO、女性団体

には喜んでいただき、励ましていた

だきました。初代が赤松良子さん、

次が佐藤ギン子さんと旧労働省の官

僚が続いて、検察官の多谷千香子さ

ん、外交官の齋賀富美子さんといず

れも公務員が就任していました。な

お、委員は、自分の国の審査につい

ては関与できないというルールがあ

ります。私に続いて、弁護士では東

京弁護士会の大谷美紀子先生が子ど

もの権利委員会の委員（現在、委員

長）になりました。さらに次の世代

の弁護士が、国際機関・条約機関に

出てほしいと思います。

CEDAWの委員だった11年間、

年間３回（１会期あたり約１か月）

の会合にすべて出席し、日本人とし

て初の委員長も務め、2018年に任

期満了で退任しました。委員長にな

る前の２年間は、個人通報作業部会

の部会長として案件をとりまとめ本

委員会に決定案を答申する責任者を

務めました。委員会が締約国に出す

勧告（総括所見と呼ばれる）は、全

員一致での採択が鉄則であり、合意
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ができるまで何度でも文言のすりあ

わせをします。文化的・宗教的な背

景が異なる23名の委員会をまとめ

るのは容易ではありませんでした。

この経験から学んだことは、相手を

説得するには自分の哲学が必要だと

いうことです。在任中、最後の年

に、女性法律家協会の会員15名（大

阪弁護士会会員もいらっしゃいまし

た）がCEDAWの傍聴にジュネー

ブを訪問してくれたことは、委員生

活の最後を飾る楽しい思い出となっ

ています。

Ｇ7ジェンダー 
平等諮問委員会

国連女性差別撤廃委員の任期の最

後の年（2018年）、カナダ大使館か

ら「トルドー首相と電話で面談をし

てほしい」と依頼がありました。首

相の要請は、カナダが議長国をつと

める2018年のＧ7において、ジェ

ンダーの専門家で構成される会議体

を作るのでメンバーになってほし

い、ということでした。これはＧ7

が発出する文書のすべてをジェン

ダー・レンズ、つまり、ジェンダー

の目で見直し、提言をする役割を

持った委員会です。Ｇ7はサミット

（首脳会議）以外に各種の大臣会合

がありますので、20名の委員が手

分けをしてカナダでの会合に出席し

ました。このジェンダー平等諮問委

員会（Gender Equality Advisory 

Council：GEAC）はその後も議長

国によって継続されていますが、活

動内容としてはこの最初のカナダの

委員会が最もレベルが高く、成果文

書も優れていると自負しており、そ

れはトルドー首相のリーダーシップ

によるところが大きいと思います。

カナダのフェミニストも本当にすば

らしく、大いに刺激を受けました。

金融もエネルギーも軍事も気候変動

も、ジェンダーの議論なくしては 

各国とも政策が成り立たなくなって

いるのですが、日本の政策は周回遅

れです。翌2019年のフランスが議

長国をつとめたＧ７のジェンダー平

等諮問委員会も、私はフランス外務

省から任命されて参加しました。 

カナダのGEACは比較的、NGOや

先住民の代表が多かったのに比べ

て、フランスのGEACは詩人、作

家や女優のエマ・ワトソンなど芸

術・文芸の分野の人が多く、議論も

百花繚乱、出される食事はどこも美

味しく、フランスが大好きになりま

した。

国連の女性差別撤廃委員会ウェブサイト

国連の女性差別撤廃委員会の会議に出席される林陽子氏
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国際的な危機と、 
日本の弁護士

― ウクライナ侵攻のただ中です

が、日本の弁護士としての国際的ク

ライシスに対する姿勢、学ぶべきこ

とは何でしょうか。

自分たちの国を守り抜くというウ

クライナの人々の断固とした決意に

感動した人は多いと思います。そし

てポーランドやモルドバなどの隣国

の市民が、自分たちの国も決して豊

かではないのに、ウクライナから避

難してきた人々を受け入れ、さまざ

まな支援の手を差し延べていること

も印象的です。

同じような事態がもしも台湾や 

朝鮮半島で起こったときに、日本政

府が外国人を受け入れて衣食住を与

える援助はできるのか。あるいは、

日本有事の時に日本からの避難民を

受け入れる近隣諸国はあるのか。残

念ながら、どちらも見通しが立って

いないのが現状と思います。

子どもの頃、英語を習い始めて 

理解できなかった単語の一つが

「refugee」です。見たことも聞い

たこともないので、難民と言われて

もどういう人なのかが分からなかっ

た。ところが、イギリスに留学する

と、世界中から、軍事政権とかアパ

ルトヘイトから逃れている人たちが

いますから、日常会話で、「exiled

（亡命中）」という言葉を使うので

す。東日本大震災による福島原発事

故が世界に報道された時、女性差別

撤廃委員会の同僚からお見舞いの

メールをたくさんもらいましたが、

親しくしていたクロアチアの委員か

ら、「自分は海辺に別荘を持ってい

る。あなたが放射能を逃れて家族と

暮らしたいなら、好きなだけ滞在し

てよいので、クロアチアに家族とい

らっしゃい」と言ってくれました。

彼女の友情がとても嬉しく、世界の

中に友人・友好国を持つことが「安

全保障」なのだと心に刻みました。

災害や紛争、感染症などの脅威が

出て来た時に、共通の敵に対して一

緒に戦う仲間を持つこと。仲間が

困っていたら、手を差し延べて自分

の持っているものを分け与えるこ

と。そのためにも日頃から仲間を増

やしておくこと。ウクライナ戦争は

非常に多くのことを示唆していると

思います。

法律家として何ができるか、です

が、人権の尊重は社会のインフラの

中で最も基礎的な部分ですので、社

会の中で弱い立場にある人たちを

護っていくことが、有事における被

害を少なくすることにつながると思

います。報道では検察庁はロシアの

戦争犯罪調査を補助するために国際

刑事裁判所（ICC）に検事３名を派

遣するとのことで、国際刑事法の実

践に日本の法律家が参画していくこ

とは良いことだと思います（なお、

現在の日本選出のICC判事は、検

察官出身の赤根智子さん（34期）

です）。日本はICCの最大の拠出国

です。分担金だけではなく人的資源

も提供できるよう、日本の法曹の国

際社会への貢献に期待します。

法曹教育とジェンダー

ロースクール教育はどうしても司

法試験受験科目中心になり、カリ

キュラムでジェンダー法の枠を取る

ことが難しいと聞きますが、法曹倫

理など必修科目の中でジェンダーに

関する問題を履修できるようにすべ

きではないかと思います。ジェン

ダー平等に関する知識、センスは、

法曹としてはもちろん、社会人とし

ても必須のものだからです。

ジェンダーの視点は、近代法がつ

くってきた原理原則に対する挑戦と

いう意味があります。例えば、表現

の自由は近代法の中で非常に重要な

価値がありますが、それに対して、

ポルノグラフィーであるとかヘイト

スピーチといった表現の自由を制限

する新たな課題が出てきています。

被疑者・被告人の無罪推定や罪刑法

定主義と性暴力犯罪をめぐる刑法改

正の議論（暴行・脅迫要件の撤廃な

ど）もしかりです。私は法学におけ

るジェンダー視点の「推進派」のひ

とりですが、最近、ともするとジェ

ンダーをめぐる議論が荒っぽくなっ

ているのではないかと危惧すること

があります。何世紀にもわたり多く

の人が闘い取ってきた権利に対して

物申す以上は、それなりの理論武装

が必要です。近代法によって受けて

きた利益を考えた上で、より公正な

社会をつくっていくための「ジェン

ダー正義」とは何かを、次の世代の

人たちにはより深めていってほしい

と思います。

世界と日本の距離、 
一人一人ができる取組

グローバル・ジェンダーギャップ

指数（世界経済フォーラムが毎年公

表）の日本の順位は、世界156か国

中120位（2021年度）です。日本
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政府の人に原因を聞くと、「日本は

一所懸命やっているけれども、他の

国のスピードが速いので追いつかな

い」、と言うのですが、それは間違

いではないと思います。日本はある

程度の取組はしているのですが、ス

ピードが遅い。「女性差別」を定義

した法律もないし、救済のための国

内人権機関もない。人権条約の個人

通報制度にも入らない。こうした法

制度上の「ないないづくし」が、社

会の中の不平等をなくしていくこと

を遅らせているのですから、政府だ

けではなく、法律家にも責任がある

と言わざるを得ません。

世界の100か国以上が既に国政選

挙で取り入れているクオータ制のよ

うに、実効性がある政策が何かは分

かっているのに、日本は、それに踏

み込めない。例えば直近の衆議院選

挙（2021年10月）を見ても、野党

は３～４割の女性候補者を出すよう

になっていますが、与党は現職がい

るので、現職を押しのけてまでク

オータ制を導入しようとは思わな

い。世襲や利益団体に守られている

人たちは、女性や若者が入ってくる

と既得権益を壊されるわけですか

ら、しがみついて抵抗しているので

す。ジェンダー平等を進めていくこ

とは、こういった日本の古い体質を

変えていき、日本を「沈没」させ

ず、先進国として発展させていくた

めの実践でもあります。

また、ジェンダー平等社会の実現

には、ジェンダーが男女の２分法で

はなく、多様な性があることを認め

つつ、日常の行動様式を変えていく

努力が必要と思います。ジェンダー

役割からの解放は、男性の人生も豊

かにします。

― 第二東京弁護士会が全国の単

位会にさきがけて「理事者のジェン

ダー・クォータ制」を導入するに際

して貢献されたと伺いました。

はい、会内で長い間、議論があっ

たのですが、私が女性差別撤廃条約

をはじめとする国際潮流を会内の勉

強会で講演したことが功を奏し、

2014年に会則改正が実現しまし

た。副会長（定員６名）候補者中、

女性候補が２名以下の場合は、女性

候補が優先的に当選する、という内

容です。二弁の会則改正は、他の単

位会および日弁連にも波及し、理事

者のジェンダー・クオータ制度が広

がりました。さらに二弁が2022年

に策定した第４次男女共同参画基本

計画では、「少なくとも５年に一度

の割合にて女性会長の実現が望まれ

る」と明記されました。弁護士会の

意思決定機関に多様性を確保するこ

とは、司法へのアクセス障害の解消

に役立ち、司法の質も良い方向に変

えていくものと信じております。

― 本日は貴重なお話をありがと

うございました。

 2022年（令和４年）２月28日（月）
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